
 
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
四
十
八
号 

 
 
 

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
平
成
二
年
広
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
二
号
中
「
精
神
病
」
を
「
精
神
疾
患
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
三
条
を
第
二
十
六
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
申
請
書
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
四
条 

 

の
届
書
は
、
そ
の
申
請
又
は
届
出
に
係
る
医
療
機
関
若
し
く
は
介
護
機
関
又
は
助
産
師
若
し
く
は
施
術
者 

 

の
所
在
地
又
は
住
所
地
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地
を
い 

 

う
。
）
を
管
轄
す
る
保
護
の
実
施
機
関
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
二
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
審
査
請
求
書
等
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
別
記
様
式
第
四
十
三
号
」

を
「
別
記
様
式
第
四
十
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加

え
る
。 

（
医
療
機
関
等
の
指
定
の
申
請
） 

第
二
十
二
条 

省
令
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、別
記
様
式
第
四
十
三
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

省
令
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
四
十
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
指
定
医
療
機
関
等
の
変
更
等
の
届
出
） 

第
二
十
三
条 

省
令
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
届
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各 

 

号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

省
令
第
十
四
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
を
す
る
場
合 

別
記
様
式
第
四
十
五
号 

二 

事
業
の
廃
止
、
休
止
、
又
は
再
開
の
届
出
を
す
る
場
合 

別
記
様
式
第
四
十
六
号 

２ 

省
令
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
届
書
は
、
別
記
様
式
第
四
十
七
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
定
医
療
機
関
等
の
指
定
の
辞
退
） 

第
二
十
四
条 

省
令
第
十
五
条
に
規
定
す
る
届
書
は
、
別
記
様
式
第
四
十
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

 
 

別
記
様
式
第
四
号
中 

 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 

を             

に 
 
４
 
原
爆
医
療

 
 
５
 
そ
の
他

 
「
精
神
病
」

 
「
精
神
疾
患
」

 

「
３
 
精
神
保
健

 

 
５
 
そ
の
他
 
」

「
４
 
原
爆
医
療

 

 
 
 
 
 
 
 
」

 
 

 改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
の
二
(表)
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



  
(表

) 
介
護
扶
助
決
定
調
書

 
 
 
次
の
と
お
り
決
定
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
(福

祉
名
 
 
 
 
 
 
 
 
地
区
担
当
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) 

種
別

 
区
分

 
負
担
割
合

 
有
効
期
間

 
世
帯
番
号

 
員
番

 
氏
名

 

町
 
名
（
地
区
名
）

 
誕
生
年

  
      
生

 

年
齢

 
 
 
 

 
 

 
 
歳

 

性
別

  
続
き
柄

 
 

 
 

 
 

 
 

 

局
長

 
課
長

 
査
察
指
導
員 

担
当
員

 

区
分

 
番
号

 
処
理
年
月
日

 

受
付

 
 

 
 

 
起
案

 
 

 
 

 
元
決
定

 
 

 
 

 
施
行

 
 

 
 

 

要
介
護
状
態
等
区
分
要
支
援
 

1 
 2 

経
過
的
介
護

 
要
介
護
 

1 
 2 

 3 
 4 

 5 

決
定
区
分

1
 
開
始

 
2
 
却
下

 
3
 
取
下

 
4
 
廃
止

 
9
 
開
廃

 
却
下
理
由

介
護
区
分

1 
1
 
訪
問
通
所
系

 
2
 
短
期
入
所
系

 
3
 
施
設
介
護

 
4
 
基
準
該
当
サ
ー
ビ
ス
等

5
 
福
祉
用
具
購
入

 
7
 
移
送

 
8
 
指
定
居
宅
介
護
支
援

 
9
 
基
準
該
当
居
宅
支
援

 

介
護
区
分

2 
1 訪

問
介
護
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 短
期
入
所
療
養
介
護

 
2 訪

問
入
浴
介
護
 
 
 
 
 
 
 

13 介
護
老
人
福
祉
施
設

 
3 訪

問
看
護
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 介
護
老
人
保
健
施
設

 
4 訪

問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

15 介
護
療
養
型
医
療
施
設

 
5 通

所
介
護
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 居
宅
介
護
支
援

 
6 通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

17 夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

 
7 福

祉
用
具
貸
与
 
 
 
 
 
 
 

18 認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

 
8 認

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 

19 小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

 
9 特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

20 地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

10 居
宅
療
養
管
理
指
導

          21 地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

 
11 短

期
入
所
生
活
介
護

          22 介
護
予
防
支
援

 

決
定
根
拠

 
1
 
申
請
届

 
2
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
書

3
 
そ
の
他

 
( 

 
 
 
 
 
 
 

) 

移
送
・
承
認
要
件

 
1
 
入
所
 

4
 
通
所

 
2
 
転
所
 

9
 
そ
の
他

3
 
退
所

 

区
間

 
方
法

 
単
位

 
負
担
区
分

 
1
 
生
保
単
独

 
2
 
他
法
併
用

 

入
退
所
区
分

 
入
 

1
 
開
始
と
同
時

   
 
退
 

5
 
廃
止
と
同
時

 
  
 

2
 
居
宅
か
ら
変
更
 
 
 
 

6
 
居
宅
へ
変
更

 
  
 

3
 
入
院
・
施
設
か
ら
 
 
 

7
 
入
院
・
施
設
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
変
更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変
更

 
 所
 

4
 
そ
の
他
 
 
 
 

  所
 

8
 
そ
の
他

 
保
険
者
番
号

 

様
式
第
４
号
の
２
（
第
３
条
関
係
）

 

被
保
険
者
番
号

 

遅
延
理
由
等

 
本
人
支
払
優
先

 
1
 
要
 

2
 
否

 
決
定
通
知
書

 
1
 
要
 

2
 
否

 

1 

他
法
区
分

 
1
 
介
護
保
険

 
2
 
結
核
予
防

 
4
 
原
爆
医
療

 
5
 
そ
の
他

 
介
護
機
関
名
・
コ
ー
ド

 
委
託
（
承
認
）
期
間

 
 ～
 

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
・
コ
ー
ド

 

局
長

 
課
長

 
査
察
指
導
員

 
担
当
員

 

区
分

 
番
号

 
処

理
年

月
日

 

受
付

 
 

 
 

 

決
定
区
分

 
4
 
廃
止

 
5
 
変
更

 
6
 
継
続

 
7
 
取
消

 

負
担
区
分

 
1  生

保
単
独

2  他
法
併
用

他
法
区
分

 
1
 
介
護
保
険

 
2
 
結
核
予
防

 
4
 
原
爆
医
療

 
5
 
そ
の
他

 

入
退
所
区
分

 
入
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
退
所

 
1
 
開
始
と
同
時
 
 
 

5
 
廃
止
と
同
時

 
2
 
居
宅
か
ら
変
更
 
 

6
 
居
宅
へ
変
更

 
3
 
入
院
・
施
設
か
ら
 

7
 
入
院
・
施
設
へ

 
 
 
 
 
 

  
変
更
 
 
 
 
 
 
変
更

 
4
 
そ
の
他
 
 
 
 
 

8
 
そ
の
他

 

決
定
根
拠

 
2
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
書

 
3
 
そ
の
他

 
( 

 
 
 
 
 
 
 

) 

起
案

 
 
 
 

 
 

 
要
介
護
状
態
等
区
分

   支
1
 
支

2
 
経
過
 
 

1
 
 

2
 
 

3
 
 

4
 
 

5 
決
裁

 
 
 
 

 
 

 

2 

施
行

 
 

 
 

 

委
託
（
承
認
）
期
間

 
～

 
本
人
支
払
優
先

 
1
 
要
 

2
 
否

 
決
定
通
知
書

 
1
 
要
 

2
 
否

 
備
考

 

局
長

 
課
長

 
査
察
指
導
員

 
担
当
員

 

区
分

 
番
号

 
処

理
年

月
日

 

受
付

 
 

 
 

 

決
定
区
分

 
4
 
廃
止

 
5
 
変
更

 
6
 
継
続

 

負
担
区
分

 
1
 
生
保
単
独

 
2
 
他
法
併
用

 

他
法
区
分

 
1
 
介
護
保
険

2
 
結
核
予
防

4
 
原
爆
医
療

5
 
そ
の
他

 

退
所
区
分

 
5
 
廃
止
と
同
時

 
6
 
居
宅
へ
変
更

 
7
 
入
院
・
施
設
へ
変
更

 
8
 
そ
の
他

 

決
定
根
拠

 
2
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
書

 
3
 
そ
の
他

 
( 

 
 
 
 
 
 
 

) 

起
案

 
 
 
 

 
 

 
要
介
護
状
態
等
区
分

    支
1
 
支

2
 
経
過
 
 

1
 
 

2
 
 

3
 
 

4
 
 

5 
決
裁

 
 
 
 

 
 

3 

施
行

 
 

 

委
託
（
承
認
）
期
間

 
～

 
本
人
支
払
優
先

 
1
 
要
 

2
 
否

 
決
定
通
知
書

 
1
 
要
 

2
 
否

 
備
考

 

 



 
別
記
様
式
第
四
号
の
二
(裏)
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 
 
 
 

  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「
３
 
精
神
保
健

 
 
４
 
原
爆
医
療

 
 
５
 
そ
の
他
 
」

 

「
４
 
原
爆
医
療

 
 
５
 
そ
の
他

 
 
 
 
 
 
 
 
」

 

「

」
要
介
護
状
態
区
分
 
支
 
 
１
 
 
２
 
 
３
 
 
４
 
 
５
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 」

「
 

要
介
護
状
態
等
区
分
 
支
１
 支

２
 経

過
１
 ２

 ３
 ４

 ５

 

別
記
様
式
第
十
七
号
(裏)
中
「 

 
 
 
 
 

 

」
を
「  

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

精
神
疾
患

 
精
神
病
の
傷
病

 

 

別
記
様
式
第
十
八
号
そ
の
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 
※
 

1
 
新
規
 
 

2
 
継
続 

※
受
理
年
月
日 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日 

   福祉事務所

  地域事務所 

※
（
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
以
降
の
）
（
氏
名
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 
 
歳
）
に
係
る
施
術
の
給
付 

 
の
要
否
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ま
す
。

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所
長
 
 
 
 
 
 
 
 

印
 

傷
病

名
(

部
位

) 
 

初
療

年
月

日 
転
帰
（
継
続
の
場
合
） 

傷
病

の
程

度
及

び
給

付
 

を
必

要
と

す
る

理
由 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

年
 

月
 

日 

治
癒
･中

止
･継

続
 

治
癒
･中

止
･継

続
 

治
癒
･中

止
･継

続
 

治
癒
･中

止
･継

続
 

治
癒
･中

止
･継

続
 

治
癒
･中

止
･継

続 

 

療
養
（
治
癒
）
見
込
期
間 

概
算
見
積
額
（
初
療
時
又
は

4
か
月
目
以
降
） 

 
か
月
又
は
 
 
日
間 

1
月
目
 
 
 
円 

2
月
目
 
 
 
円 

3
月
目
 
 
 
 
円 

往
療

が
必

要
な

場
合

そ
の

理
由

 
 

要   否   意   見（施術者記載欄） 

(患
者
氏
名

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
つ
い
て
，
上
記
の
と
お
り
給
付
を
（

1
要
す
る
 

2
要
し
な
い
）
と
認
め
ま
す
。

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 
 
 
 
 
所
長
 
様

 
指
定
施
術
機
関
（
施
術
者
）
の
所
在
地
及
び
名
称

 
㊞ 

同
意

年
月

日 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日 

記
 
 
載
 
 
者 

指
定

医
療

機
関

名 
  

所
在

地 
  

医 師 同 意 

医
師

氏
名 

  

１
 
医
 
 
 
師

 
 

２
 
施
 
術
 
者

 

※嘱託医意見 

     
㊞

 

 
そ
の
３

 

給
付
要
否
意
見
書
（
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
は
り
・
き
ゅ
う
）

※指定施術者名
 

※
 

記載欄 

※発行取扱者
 

  ㊞
 

（
記
入
上
の
注
意
）

 
 
１
 
施
術
を
行
う
場
合
は
，
事
前
に
医
師
の
同
意
を
得
て
く
だ
さ
い
。

 
 
２
 
「
転
帰
（
継
続
の
場
合
）
」
欄
は
，
３
か
月
を
超
え
て
施
術
を
継
続
す
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で

 
 
 
く
だ
さ
い
。

 
 
３
 
「
療
養
（
治
癒
）
見
込
期
間
」
及
び
「
概
算
見
積
額
」
欄
は
，
初
療
時
（
３
か
月
を
超
え
て
療
養
を
必
要
と
す
る

 
 
 
場
合
は
，
４
か
月
目
以
降
）
の
療
養
（
治
癒
）
見
込
期
間
及
び
概
算
見
積
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
４
 
「
医
師
同
意
」
欄
は
，
３
か
月
を
超
え
て
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
（
変
形
徒
手
矯
正
術
の
場
合
を
除
く
。
）
又
は

 
 
 
は
り
・
き
ゅ
う
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
，
施
術
者
が
記
入
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 
５
 
※
印
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 



 
別
記
様
式
第
四
十
三
号
中
「 

 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様

式
第
四
十
九
号
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
六
様
式
を
加
え
る
。 

（
第

22
条
関
係
）

 
（
第

25
条
関
係
）

 



様
式
第
4
3
号

（
第
2
2
条
関
係
）

 

（
表
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 医

療
機
関

 
生
活
保
護
法
指
定
 

 
助

 
産
 
師

 
 
 
 
指
定
申
請
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 施

 術
 者

 
生

活
保

護
法

第
4
9
条

（
同

法
第

5
5
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
基

づ
き

，
次

の
と

お

り
指
定
を
申
請
し
ま
す
。

 

名
 

 
 

 
 

 
 
称

 
（

 
 

氏
 

 
名

 
 

）
 

 

所
 

 
 

 
在

 
 

 
 
地

 
（

 
 

住
 

 
所

 
 

）
 

 

医
 

 
療

 
 

機
 

 
関

 
等

 
 

コ
 

 
ー

 
 

ド
  

診
 

 
療

 
 

科
 

 
名

 
(
業

務
の

種
類

)  

健
康

保
険

法
に

よ
る

指
定

 
有
・
無

 
 
  
  
 年

 
 
 
月
 
 
 
日
指
定

 

介
護

保
険

法
に

よ
る

指
定

 
(
訪

問
看

護
又

は
介

護
予

防
訪
問
看
護
)
 

―
 

 
  
  
 年

 
 
 
月
 
 
 
日
指
定

 

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
広
島
県
知
事
 
様

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   住
 
 
所

 
 
  
  
  
  

   
  

  
  

  
    

 
 

  
   申

請
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

名
 
   

  
  
  
  
   

  
  
  
  
    

 
 
㊞

 
  備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
こ
と
。

 



（
裏
）

 
注
意
事
項

 
 
１
 
こ
の
書
類
は
，
所
在
地
又
は
住
所
地
を
管
轄
す
る
保
護
の
実
施
機
関
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
２
 
医
師
，
歯
科
医
師
，
助
産
師
又
は
施
術
者
が
申
請
す
る
場
合
に
は
，
免
許
証
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ

さ
 

い
。

 

 
３
 
貴
機
関
等
が
指
定
さ
れ
た
場
合
に
は
，
県
（
市
）
告
示
に
よ
り
公
示
す
る
ほ
か
，
指
定
通
知
書
に
よ
り

通
 

知
し
ま
す
。
 

 記
載
要
領

 
 
１
 
病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局
が
申
請
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
病
院
等
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
２
 
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
が
申
請
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
開
設
す
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
ご
と

に
 

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
３
 
助
産
師
又
は
施
術
者
が
申
請
す
る
場
合
に
は
，
助
産
所
又
は
施
術
所
を
開
設
し
て
い
な
い
場
合
は
本
人

に
 

つ
い
て
，
助
産
所
又
は
施
術
所
を
開
設
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
開
設
す
る
助
産
所
又
は
施
術
所
に
つ
い
て

記
 

載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
４
 
不
用
の
文
字
は
，
消
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
５
 
「
名
称
（
氏
名
）
」
欄
は
，
略
称
等
を

用
い
る
こ
と
な
く
，
医
療
法
等
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
指
定
を
受

 

け
，
又
は
届
け
出
た
正
式
な
名
称
を
用
い

，
病
院
で
あ
る
か
診
療
所
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い
名
称
で
あ
る

 

場
合
に
は
，
名
称
の
次
に
「
（
診
療
所
）

」
の
よ
う
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
６
 
「
医
療
機
関
等
コ
ー
ド
」
欄
は
，
医
療

機
関
コ
ー
ド
，
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
コ
ー
ド
又
は
薬
局
コ

 

ー
ド
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
７
 
「
診
療
科
名
（
業
務
の
種
類
）
」
欄
に

記
載
す
る
診
療
科
名
は
，
医
療
法
第
7
0
条
第
１
項
に
掲
げ
ら
れ
た

 

も
の
と
し
，
複
数
あ
る
場
合
は
同
項
の
記

載
の
順
序
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
業
務
の
種
類
は
，
「
指

 

定
訪
問
看
護
」
，
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（
訪
問
看
護
）
」
，
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
予
防
訪

 

問
看
護
）
」
，
「
薬
局
」
，
「
あ
ん
摩
」

等
と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
８
 
「
健
康
保
険
法
に
よ
る
指
定
」
欄
は
，

有
無
い
ず
れ
か
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

 
 
９
 
申
請
者
が
法
人
の
場
合
に
は
，
法
人
名

と
と
も
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

 

記
載
し
，
代
表
者
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ

い
。

 

 



  様
式
第
4
4
号

（
第
2
2
条
関
係
）

 

（
表
）

 
生

活
保

護
法

指
定

介
護

機
関

指
定

申
請

書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

生
活
保
護
法
第
5
4
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
次
の
と
お
り
指
定
を
申
請
し
ま
す
。

 
名

称
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

所
在

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

連
絡

先
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
電
話
番
号

 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ

番
号

 
 
 
 

 
 

管
理

者
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

医
療

機
関

コ
ー

ド
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

介
護
保
険
法
の
指
定
を
受
け
て
い

る
事

業
等

 

施
設

類
 

事
既指

定
の

年
月

日
介

護
保

険
事

業
者

番
号

又
は

実
施

す
る

事
業

の
種

業
等

開
始

（
予

定
）

年
月

日

（
介

護
・

介
護

予
防

）

に
受

け
た

（
介

護
・

介
護

予
防

）

指
定

等

年
月

日

訪
問

介
護

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

訪
問

入
浴

介
護

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

訪
問

看
護

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

 
(介

・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

居
宅

療
養

管
理
指
導

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

通
所

介
護

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

 
(介

・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

短
期

入
所

生
活
介
護

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

短
期

入
所

療
養
介
護

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

福
祉

用
具

貸
与

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

居
 
宅

 
  介

 
護

 

特
定

福
祉

用
具
販
売

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

居
宅

介
護
支

援
事

業
 

 
(介

・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
介

護
老
人

福
祉
施
設

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

介
護

老
人

保
健
施
設

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

施
 
設

 
介
 
護

 
介

護
療
養

型
医
療
施

設
 

 
(介

・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

夜
間

対
応

型
訪
問
介

護
 

 
(介

・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
認

知
症
対

応
型
通
所

介
護

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
 

 
(介

・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護 

 
(介

・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地
 
域

 
 

密
着
型

 

介
護

予
防

支
援

 
 

(介
・
予)

(介
・
予)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
職
員
配

置
の

状
況
，利

用
定
員
等
及
び
サ
ー
ビ
ス
費
用

基
準
額
以
外
に
必
要
な
利
用
料
の
額

 
（
添
付
し
て
い
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い

。
） 

別
紙
１

別
紙
２

  

 

平
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

 
広
島
県
知
事
 
様

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

  
  
 住

 
 
所

 

名
 
   

  
  
  
  
   

  
  
  
  
   

 
 
 
 
㊞

 

考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
こ
と
。

 

成

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
   

  
  
  
  
    

 
 
 
 
 
  
  
 申

請
者
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

  備

の
と
お
り

 



（
裏
）

 

注
意
事
項

 

 
１
 
こ
の
書
類
は
，
所
在
地
を
管
轄
す
る
保
護
の
実
施
機
関
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
２
 
貴
機
関
等
が
指
定
さ
れ
た
場
合
に
は
，
告
示
に
よ
り
公
示
す
る
ほ
か
，
指
定
通
知
書
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

 

 記
載
要
領

 

 
１
 
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
が
申
請
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
施
設
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
２
 
居
宅
介
護
事
業
者
，
介
護
予
防
事
業
者
，
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
，
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
特

 

定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
が
申
請
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
開
設
す
る
事
業
所
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
３
 
「
名
称
」
欄
は
，
略
称
等
を
用
い
る
こ
と
な
く
，
介
護
保
険
法
に
よ
る
開
設
許
可
又
は
指
定
を
受
け
た
正
式
な
名
称
を
記
載
し
て
く
だ

 

さ
い
。

 

 
４
 
「
管
理
者
氏
名
」
欄
は
，
介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
き
配
置
し
た
管
理
者
の
氏
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
５
 
保
険
医
療
機
関
，
保
険
薬
局
，
老
人
保
健
施
設
又
は
老
人
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
既
に
医
療
機
関
コ
ー
ド
等
が
付
番
さ
れ
て

 

い
る
場
合
に
は
，
そ
の
コ
ー
ド
を
「
医
療
機
関
コ
ー
ド
等
」
欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
複
数
の
コ
ー
ド
を
有
す
る
場
合
に
は
，
適
宜
様

 

式
を
補
正
し
て
そ
の
す
べ
て
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
６
 
「
施
設
又
は
実
施
す
る
事
業
の
種
類
」
欄
は
，
今
回
申
請
す
る
事
業
に
つ
い
て
，
該
当
す
る
欄
す
べ
て
に
「
○
」
を
記
載
し
て
く
だ
さ

 

い
。

 

な
お
，
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
，
「
み
な
し
」
と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

７
 
「
事
業
等
開
始
（
予
定
）
年
月
日
」
欄
は
，
事
業
等
を
開
始
し
た
年
月
日
又
は
事
業
等
を
開
始
す
る
予
定
年
月
日
を
記
入
す
る
と
と
も

 

に
，
介
護
給
付
，
介
護
予
防
給
付
の
別
に
つ
い
て
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

 

 
８
 
「
既
に
受
け
た
指
定
の
年
月
日
」
欄
は
，
既
に
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
事
業
等
が
あ
る
場
合
に
，
そ
の
指
定
を
受
け

 

た
年
月
日
を
記
載
す
る
と
と
も
に
，
介
護
給
付
，
介
護
予
防
給
付
の
別
に
つ
い
て
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

 

な
お
，
介
護
保
険
法
施
行
法
等
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
，
「
1
2
.
4
.
1
」
と
 

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

９
 
「
介
護
保
険
法
の
指
定
を
受
け
て
い
る
事
業
等
」
欄
は
，
該
当
す
る
欄
に
介
護
保
険
法
の
指
定
又
は
開
設
許
可
を
受
け
た
年
月
日
及
び

 

介
護
保
険
事
業
者
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
中
の
場
合
は
，
「
指
定
等
年
月
日
」
欄
に
「
申
請
中
」
と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

な
お
，
介
護
保
険
法
施
行
法
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
等
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
，
「
1
2
.
4
.
1
」
と
記
載
し
，

 

介
護
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

1
8
年

政
令
第

1
5
4
号

）
附
則
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ

 

た
も
の
に
つ
い
て
は
，
「
1
8
.
4
.
1
」
と
記
載
く
だ
さ
い
。

 

 
１

０
 

 申
請
者

が
法
人
の
場
合
に
は
，
法
人
名
と
と
も
に
そ

の
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
，
代
表
者
印
を
押
印
 

し
て
く
だ
さ
い
。

 

別
紙
の
添
付
に
つ
い
て

 

 
１
 
「
職
員
配
置
の
状
況
」
欄
は
，
各
事
業
等
ご
と
に
，

職
種
別
に
，
申
請
時
の
実
人
員
の
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
，
介
護
老

 

人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
，
職
種
別
の
区
分
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

 

 
２
 
「
利
用
定
員
等
」
欄
は
，
入
院
・
入
所
（
利
用
）
定

員
を
定
め
て
い
る
場
合
に
，
各
事
業
等
ご
と
に
，
申
請
時
に
お
け
る
数
を
記
載
し

 

て
く
だ
さ
い
。

 

 
３
 
「
サ
ー
ビ
ス
費
用
基
準
額
以
外
に
必
要
な
利
用
料
の

額
」
欄
は
，
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
及
び
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
 

護
事
業
の
場
合
に
限
り
，
各
事
業
ご
と
に
，
定
め
て
い

る
利
用
料
す
べ
て
に
つ
い
て
，
入
居
に
係
る
利
用
料
と
そ
れ
以
外
を
明
確
に
区
別

 

し
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

４
 
必
要
に
応
じ
て
，
記
載
に
代
え
て
内
容
が
明
記
さ
れ

た
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 



（
別
紙
１
 
介
護
給
付
）

 
職

員
配

置
の

状
況

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
常

勤
 
 
 
 

 
 

非
常

勤
 
 
 
 

 
 

 
実

施
す

る
事

業
等

の
種

類
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
職

種
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

専
従

 
 
 

兼
務

 
 
 

専
従

 
 
 

兼
務

 
 
 

利
用

定

員
等

 
サ

ー
ビ

ス
費
用

基
準
額

以
外

に
必

要
な
利
用

料
の
額

 

訪
問

介
護

 
訪

問
介

護
員

等
 

 
 

 
 

 
看

護
員

職
 

 
 

 
訪

問
入

浴
介

護
 

介
護

員
職

 
 

 
 

 
 

 

看
護

員
職

 
 

 
 

訪
問

看
護

 
理

学
・

作
業

療
法

士
 

 
 

 
 

 

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

理
学

・
作

業
療

法
士

 
 

 
 

 
 

医
師

 
 

 
 

歯
科

師
医

 
 

 
 

薬
剤

師
 

 
 

 
歯

科
士

衛
生

 
 

 
 

居
宅

導
 

管
理

士

療
養

管
理

指

栄
養

 
 

 
 

 
 

生
活

員
相

談
 

 
 

 
看

護
員

職
 

 
 

 
介

護
員

職
 

 
 

 
通

所
介

護
 

機
能

訓
練

指
導

員
 

 
 

 

 
 

医
師

 
 

 
 

理
学

・
作

業
療

法
士

 
 

 
 

看
護

員
職

 
 

 
 

介
護

員
職

 
 

 
 

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

支
援

員
相

談
 

 
 

 

 
 

医
師

 
 

 
 

生
活

員
相

談
 

 
 

 
看

護
員

職
 

 
 

 
介

護
員

職
 

 
 

 
栄

養
士

 
 

 
 

機
能

訓
練

指
導

員
 

 
 

 

短
期

護
 

そ
の

他

入
所

生
活

介

 
 

 
 

 
 

医
師

 
 

 
 

薬
剤

師
 

 
 

 
看

護
員

職
 

 
 

 
介

護
員

職
 

 
 

 
支

援
員

相
談

 
 

 
 

作
業

士
療

法
 

 
 

 
理

学
士

療
法

 
 

 
 

栄
養

士
 

 
 

 

短
期

護
 

精
神

保
健

福
祉

士
等

入
所

療
養

介

 
 

 
 

 
 

生
活

員
相

談
 

 
 

 
看

護
員

職
 

 
 

 
介

護
員

職
 

 
 

 
機

能
訓

練
指

導
員

 
 

 
 

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護
 

作
成

者
担

当
 

 
 

 

 
 

居宅介護                                
福

祉
用

具
貸

与
 

専
門

員
相

談
 

 
 

 
 

 
特

定
福

祉
用

具
販

売
 

専
門

員
相

談
 

 
 

 
 

 
居

宅
介

護
支

援
事

業
 

介
護

支
援

専
門

員
 

 
 

 
 

 
介

護
設

 
 

老
人

福
祉

施
 

 
 

 
 

 
医

師
 

 
 

 
薬

剤
師

 
 

 
 

看
護

員
職

 
 

 
 

介
護

員
職

 
 

 
 

理
学

士
療

法
 

 
 

 
作

業
士

療
法

 
 

 
 

栄
養

士
 

 
 

 
支

援
員

相
談

 
 

 
 

介
 
護

 
老

 
人

 
保

 
健

 
施

 
設

  

介
護

支
援

専
門

員
等

 
 

 
 

 
 

医
師

 
 

 
 

薬
剤

師
 

 
 

 
看

護
員

職
 

 
 

 
介

護
員

職
 

 
 

 
理

学
士

療
法

 
 

 
 

作
業

士
療

法
 

 
 

 
栄

養
士

 
 

 
 

精
神

保
健

福
祉

士
 

 
 

 

施設介護                 

介
護

設
 

介
護

支
援

専
門

員
等

療
養

型
医

療
施

 
 

 
 

 

 



（
別
紙
２
 
介
護
予
防
給
付
・
地
域
密
着
型
・
地
域
密
着
型
介
護
予
防
）

 
職

員
配

置
の

状
況

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

常
勤

 
 
 

 
 

 
非

常
勤

 
 
 

 
 

 
実

施
す

る
事

業
等

の
種

類
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

職
種

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

専
従

 
 
 

 
兼

務
 

 
 

 
専

従
 

 
 

 
兼

務
 

 
 

 

利
用

定

員
 
等

 

サ
ー

ビ
ス

費
用

基
準

額
以

外
に

必
要

な

利
用
料

の
額

 

訪
問

介
護

 
訪

問
員

等
介

護
 

 
 

 
 

 

看
護

職
員

 
 

 
 

訪
問

介
護

 
介

護
職

員
入

浴
 

 
 

 

 
 

 

看
護

職
員

 
 

 
 

訪
問

看
護

 
理

学
法

士
・

作
業

療
 

 
 

 
 

 

訪
問

ン
 

理
学

法
士

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

・
作

業
療

 
 

 
 

 
 

医
師

 
 

 
 

歯
科

医
師

 
 

 
 

薬
剤

師
 

 
 

 
歯

科
生

士
衛

 
 

 
 

居
宅

指
導

 

管
理

養
士

療
養

管
理

栄
 

 
 

 

 
 

生
活

談
員

相
 

 
 

 
看

護
職

員
 

 
 

 
介

護
職

員
 

 
 

 
通

所
介

護
 

機
能

導
員

訓
練

指
 

 
 

 

 
 

医
師

 
 

 
 

理
学

法
士

・
作

業
療

 
 

 
 

看
護

職
員

 
 

 
 

介
護

職
員

 
 

 
 

通
所

ン
 

支
援

談
員

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

相
 

 
 

 

 
 

医
師

 
 

 
 

生
活

談
員

相
 

 
 

 
看

護
職

員
 

 
 

 
介

護
職

員
 

 
 

 
栄

養
士

 
 

 
 

機
能

導
員

訓
練

指
 

 
 

 

短
期

介
護

 

そ
の

他

入
所

生
活

 
 

 
 

 
 

医
師

 
 

 
 

薬
剤

師
 

 
 

 
看

護
職

員
 

 
 

 
介

護
職

員
 

 
 

 
支

援
談

員
相

 
 

 
 

作
業

法
士

療
 

 
 

 
理

学
法

士
療

 
 

 
 

栄
養

士
 

 
 

 

短
期

介
護

 

精
神

士
等

入
所

療
養

保
健

福
祉

 
 

 
 

 
 

生
活

談
員

相
 

 
 

 
看

護
職

員
 

 
 

 
介

護
職

員
 

 
 

 
機

能
導

員
訓

練
指

 
 

 
 

特
定

護
 

作
成

当
者

施
設

入
所

者
生

活
介

担
 

 
 

 

 
 

居宅介護                                
福

祉
貸

与
 

専
門

談
員

用
具

相
 

 
 

 
 

 
特

定
福

祉
用

具
販

売
 

専
門

談
員

相
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
夜

間
対

応
型

訪
問

介
護

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
認

護
 

知
症

対
応

型
通

所
介

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
認

 
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
地

 
生

護
 

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者

活
介

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

介  護  給  付 

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設

者
生

活
介

護
入

所
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
介

型
 

通
護

 
護

予
防

認
知

症
対

応

所
介

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

 
居

護
 

宅
介

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
介

型
 

共
同

生
活

介
護

 
護

予
防

認
知

症
対

応

 
 

 
 

 
 

 

地域密着型                  

介付 

介
護

予
防

支
援

 
 

護予防給

 
 

 
 

 
 

 



様
式
第

4
5
号

（
第

2
3
条
関
係
）

 

（
表
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
医
療
機
関

 
名
 
称

 

生
活
保
護
法
指
定
 
 

         
  変

更
届
書

 
介
護
機
関

 
       
所
在
地

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
助

 産
 師

 
施

 術
 者

 
そ
の
他

 
 
次
の
と
お
り
変
更
し
ま
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

 
 

番
 

  
 
 
号

 
  

名
称

 
（

 

 

氏
名

）
  

医療機関等 
 指      定

所
在

地
 

 
所

）

  
（

住
 

 
 

 
旧

 
 

 
 

変更事項        

 
 

新
 

 
 

  
変

日
 

平
成

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
更

年
月

  

委
 
託

患
 
者

 
等

 
  

の
 
措

置
 
状

 
況

 

      
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
  
 
 
 
広
島
県
知
事
 
様

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
 
所

 
 
  
  
  
  
   

  
  
  
  
    

 
 
 
 
 
 届

出
者

   
  

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名
 
   

  
  
  
  
   

  
  
  
   

 
 
 
 
㊞

 
 

備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
こ
と
。

 



 
（
裏
）

 
 注
意
事
項

 
 
１
 
こ
の
書
類
は
，
所
在
地
又
は
住
所
地
を
管
轄
す
る
保
護
の
実
施
機
関
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
２
 
こ
の
書
類
は
，
医
療
機
関
等
の
名
称
（
氏
名
）
又
は
所
在
地
（
住
所
）
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
，
所
要
事

 
項
を
記
載
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 記
載
要
領

 
 
１
 
病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
病
院
等
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
２
 
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
開
設
す
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
ご
と
に

 
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
３
 
助
産
師
又

は
施
術
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
助
産
所
又
は
施
術
所
を
開
設
し
て
い
な
い
場
合
は
本
人
に

 
つ
い
て
，
助
産
所
又
は
施
術
所
を
開
設
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
開
設
す
る
助
産
所
又
は
施
術
所
に
つ
い
て
記

 
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
４
 
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
，
介
護
老
人
福
祉
施
設
，
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
療
養
型
医
療

 
施
設
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
施
設
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
５
 
居
宅
介
護
事
業
者
又
は
介
護
予
防
事
業
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
そ
の
開
設
す

 
る
事
業
所
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
６
 
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
，
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
特
定
介
護
予
防

 
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
開
設
す
る
事
業
所
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
７
 
不
用
の
文
字
は
，
消
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
８
 
「
番
号
」
欄
は
，
指
定
通
知
書
に
よ
っ
て
通
知
し
た
番
号
を
算
用
数
字
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
９
 
「
名
称
（
氏
名
）
」
欄
は
，
略
称
等
を
用
い
る
こ
と
な
く
，
医
療
法
等
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
指
定
を
受

 
け
，
又
は
届
け
出
た
正
式
な
名
称
を
用
い
，
病
院
で
あ
る
か
診
療
所
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い
名
称
で
あ
る

 
場
合
に
は
，
名
称
の
次
に
「
（
診
療
所
）
」
の
よ
う
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
1
0
 
「
委
託
患
者
等
の
措
置
状
況
」
欄
は
，
既
に
行
っ
た
措
置
及
び
今
後
予
定
し
て
い
る
措
置
を
記
載
し
て
く

 

だ
さ
い
。

 

1
1 

届
出
者
が
法
人
の
場
合
に
は
，
法
人
名
と
と
も
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

 

記
載
し
，
代
表
者
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

 

  



様
式
第

4
6
号
(
第

2
3
条
関
係
)
 

（
表
）

 
 

 
生
活
保
護
法
指
定
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  届
書

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            廃
止

 
医
療
機
関

 
介
護
機
関

 
休
止

 
助

 産
 師

 
再
開

 
施

 術
 者

 

 
 
 
 
 

 
次
の
と
お
り
 
廃
止
・
休
止
・
再
開
 
し
ま
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

 
 

 
番
 
 
 
 
 
 
 
号

 
 

 
 

 
 

名
 
 
 
 
 
 
 
称

 
 

  

医療機関等 
   指   定

 
 

所
 
 
 
在
 
 
 
地

 
 

 
 

 
廃

 
平

成
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
止

・
休

止
・

再
開

年
月

日

  
廃

 
止

 
・

 
休

 
止

 
・

 
再

 
開

 
の

理
由

 

 
委

託
患

者
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の

措
置

状
況

 
（

休
止

又
は

廃
止

の
場

合
の

み
）

 

 

再
開

の
見

通
し

 
 

 
 

 
 

（
 
休

 
止

 
の

 
場

 
合

 
の

 
み

 
）

 

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

 
 
 
広
島
県
知
事
 
様

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
住

所
 
 
 
 

 
                                      届

出
者

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
㊞

 
 

備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
こ
と
。

 



（
裏
）

 
 注
意
事
項

 
 
１
 
こ
の
書
類
は
，
所
在
地
又
は
住
所
地
を
管
轄
す
る
保
護
の
実
施
機
関
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
２
 
こ
の
書
類
は
，
医
療
機
関
等
を
廃
止
し
，
休
止
し
，
又
は
再
開
し
た
場
合
に
，
速
や
か
に
提
出
し
て
く
だ

 
さ
い
。

 
 記
載
要
領

 
 
１
 
病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
病
院
等
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
２
 
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
開
設
す
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
ご
と
に

 
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
３
 
助
産
所
又
は
施
術
所
を
開
設
し
て
い
る
助
産
師
又
は
施
術
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
開
設
す
る
助

 
産
所
又
は
施
術
所
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
４
 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
，
介
護
老
人
福
祉
施
設
，
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
療
養
型
医
療

 
施
設
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
施
設
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
５
 
居
宅
介
護
事
業
者
又
は
介
護
予
防
事
業
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
そ
の
開
設
す

 
る
事
業
所
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
６
 
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
，
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
特
定
介
護
予
防

 
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
開
設
す
る
事
業
所
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
７
 
不
用
の
文
字
は
，
消
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
８
 
「
番
号
」
欄
は
，
指
定
通
知
書
に
よ
っ
て
通
知
し
た
番
号
を
算
用
数
字
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
９
 
「
名
称
」
欄
は
，
略
称
等
を
用
い
る
こ
と
な
く
，
医
療
法
等
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
指
定
を
受
け
，
又
は

 
届
け
出
た
正
式
な
名
称
を
用
い
，
病
院
で
あ
る
か
診
療
所
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い
名
称
で
あ
る
場
合
に
は

，
 

名
称
の
次
に
「
（
診
療
所
）
」
の
よ
う
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
1
0
 
「
委
託
患
者
等
の
措
置
状
況
」
欄
は
，
既
に
行
っ
た
措
置
及
び
今
後
予
定
し
て
い
る
措
置
を
記
載
し
て
く

 

だ
さ
い
。

 

1
1 

届
出
者
が
法
人
の
場
合
に
は
，
法
人
名
と
と
も
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

 

記
載
し
，
代
表
者
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 



 
様
式
第

4
7
号

（
第

2
3
条
関
係
）

（
表
）

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
医
療
機
関

 
 

生
活
保
護
法

指
定
 
 
 
 
 
 
 
処
分
届
書

 
介
護
機
関

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
助

 産
 師

 
施

 術
 者

 
 
 
 
 
 

 
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

 
 

番
 
 
 
 
 
号

 

 
名

称
 

 
（

 
氏

 
名

 
）

 
  

医療関 
   

機等

指    定

 
所

在
地

 
 

 
 

（
 
住

 
所

 
）

 
    

処
 
分

 
の

 
種

 
類

 
及

 
び

 
 

そ
 
の

 
年

 
月

 
日

 
  

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
  
 
 
広
島
県
知
事
 
様

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 住
所

 
 
 
 

 
                                     届

出
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ㊞
 

  
備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
こ
と
。

 
 



（
裏
）

 
注
意
事
項

 
 
１
 
こ
の
書
類
は
，
所
在
地
又
は
住
所
地
を
管
轄
す
る
保
護
の
実
施
機
関
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
２
 
こ
の
書
類
は
，
次
の
場
合
に
，
速
や
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
①

 
病
院
，
診
療
所
，
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
又
は
薬
局
が
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第

1
4
条
第
３
項
に

   

 

規
定
す
る
処
分
を
受
け
た
場
合

 
②

 
医
師
，
歯
科
医
師
，
助
産
師
又
は
施
術
者
が
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第

1
4
条
第
３
項
に
規
定
す
る
処

分
を
受
け
た
場
合

 
③

 
助
産
師
又
は
施
術
者
が
開
設
す
る
助
産
所
又
は
施
術
所
が
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第

1
4
条
第
３
項
に

規
定
す
る
処
分
を
受
け
た
場
合

 
④

 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
，

介
護
老
人
福
祉
施
設
，
介
護
老
人
保
健
施
設
，
介
護
療
養
型
医
療

 
施
設
，
居
宅
介
護
事
業
者
，
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
，
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
，
介
護
予
防
事
業

者
，

 
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
又

は
特

定
介

護
予

防
福

祉
用

具
販

売
事

業
者

が
生

活
保

護
法

施
行

規
則

第
1
4
 

条
第
３
項
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け
た
場
合

 

 
記
載
要
領

 
 
１
 
病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
病
院
等
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
２
 
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
開
設
す
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
ご
と

 
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
３
 
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
本
人
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
４
 
助
産
師
又
は
施
術
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
助
産
所
又
は
施
術
所
を
開
設
し
て
い
な
い
場
合
は
本
人

 
に
つ
い
て
，
助
産
所
又
は
施
術
所
を
開
設
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
開
設
す
る
助
産
所
又
は
施
術
所
に
つ
い

 
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
５
 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
，
介
護
老
人
福
祉
施
設
，
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
療
養
型
医

 
療
施
設
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
施
設
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
６
 
居
宅
介
護
事
業
者
又
は
居
宅
介
護
予
防
事
業
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
そ
の

 
開
設
す
る
事
業
所
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
７
 
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
，
特
定
福
祉
用

具
販
売
事
業
者
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
特
定
介
護
予

 
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
開
設
す
る
事
業
所
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
 

 
８
 
不
用
の
文
字
は
，
消
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
９
 
「
番
号
」
欄
は
，
指
定
通
知
書
に
よ
っ

て
通
知
し
た
番
号
を
算
用
数
字
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
10

 
「
名
称
（
氏
名
）
」
欄
は
，
略
称
等
を

用
い
る
こ
と
な
く
，
医
療
法
等
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
指
定
を

 
受
け
，
又
は
届
け
出
た
正
式
な
名
称
を
用
い
，
病
院
で
あ
る
か
診
療
所
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い
名
称
で

 
あ
る
場
合
に
は
，
名
称
の
次
に
「
（
診
療
所
）
」
の
よ
う
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

11
 
「
処
分
の
種
類
及
び
そ
の
年
月
日
」
欄
は
，
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第

1
4
条
第

3
項
に
規
定
す
る
処

分
及
び
そ
の
処
分
を
受
け
た
年
月
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
12  

届
出
者
が
法
人
の
場
合
に
は
，
法
人
名
と
と
も
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

 
を
記
載
し
，
代
表
者
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

 



 
様
式
第

4
8
号

（
第

2
4
条
関
係
）

（
表
）

 
   

医
療
機
関

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生
活
保
護
法
指
定
 
 
 
 
 
 
 
指
定
辞
退
届
書
 
 
 
 

 
介
護
機
関

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
助

 産
 師

 
施

 術
 者

 
 
 
 
 
 

 
次
の
と
お
り
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
を
辞
退
し
ま
す
。

 
 

 
番

 
 

号
 

 
 

 
 

 
名

称
 

  
  

医療等 
 

機関

指    定

 
 

所
在

地
 

 
 

 
 

 

辞
 

 
退

 
 

年
 
 

月
 
 

日
 

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

  
委

 
 

託
 
 

患
 
 

者
 
 

等
 

 
の

 
 
措

 
 

置
 

 
状

 
 

況
 

 
 

  
 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
  
 
 
広
島
県
知
事
 
様
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
住

所
 
 
 
 

 
                                    届

出
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

名
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ㊞
 

   
備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
こ
と
。

 



 

（
裏
）

 
 注
意
事
項

 
 
１
 
こ
の
書
類
は
，
所
在
地
又
は
住
所
地
を
管
轄
す
る
保
護
の
実
施
機
関
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

 
２
 
こ
の
書
類
は
，
指
定
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
日
の

3
0
日
前
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 記
載
要
領

 
 
１
 
病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
病
院
等
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
２
 
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
開
設
す
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
ご
と
に

 
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
３
 
助
産
所
又

は
施
術
所
を
開
設
し
て
い
る
助
産
師
又
は
施
術
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
開
設
す
る
助

 
産
所
又
は
施
術
所
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
４
 
助
産
所
又
は
施
術
所
を
開
設
し
て
な
い
助
産
師
又
は
施
術
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
「
番
号
」
欄
，
「

 
辞
退
年
月
日
」
欄
及
び
「
委
託
患
者
等
の
措
置
状
況
」
欄
の
み
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
５
 
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
，
介
護
老
人
福
祉
施
設
，
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
療
養
型
医
療

 
施
設
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
施
設
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
６
 
居
宅
介
護
事
業
者
又
は
介
護
予
防
事
業
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
そ
の
開
設
す

 
る
事
業
所
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
７
 
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
，
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
特
定
介
護
予
防

 
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
が
届
け
出
る
場
合
に
は
，
そ
の
開
設
す
る
事
業
所
ご
と
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
８
 
不
用
の
文
字
は
，
消
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
９
 
「
番
号
」
欄
は
，
指
定
通
知
書
に
よ
っ
て
通
知
し
た
番
号
を
算
用
数
字
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
1
0
 
「
名
称
」
欄
は
，
略
称
等
を
用
い
る
こ
と
な
く
，
医
療
法
等
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
指
定
を
受
け
，
又
は

 
届
け
出
た
正
式
な
名
称
を
用
い
，
病
院
で
あ
る
か
診
療
所
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い
名
称
で
あ
る
場
合
に
は

，
 

名
称
の
次
に
「
（
診
療
所
）
」
の
よ
う
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
1
1
 
「
委
託
患
者
等
の
措
置
状
況
」
欄
は
，
既
に
行
っ
た
措
置
及
び
今
後
予
定
し
て
い
る
措
置
を
記
載
し
て
く

 
だ
さ
い
。

 
1
2
 
届
出
者
が
法
人
の
場
合
に
は
，
法
人
名
と
と
も
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

 
記
載
し
，
代
表
者
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

 



 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
規
則
の 

 

施
行
の
際
現
に
県
の
在
庫
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
様
式 

 

に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
と
み
な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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